
１．はじめに

1.1　米国の協議会型住民組織「ネイバーフッド

　カウンシル」をめぐる動向

　1970年代以降に米国の先進的な諸都市で設置さ

れてきた，住民の協議機関たる「ネイバーフッドカ

ウンシル」（neighborhood council）について，実

践家も含めた各方面から研究が進められてきており，

また日本においても市町村合併での地域コミュニテ

ィの設置（まちづくり協議会といった協議会型住民

自治組織）への問題関心を基盤として研究が進めら

れてきた。

　ネイバーフッドカウンシルについての本格的な大

規模な調査として，1990年代のはじめにJ.M.ベリ

ー（Berry）らがおこなったものであり，『都市民

主主義の再生』としてまとめられた（Berry 1993）。

15の実施都市が調査対象となり，とくにそのうち

活発とみられた５つの都市（オハイオ州デイトン市，

オレゴン州ポートランド市，カリフォルニア州セン

トポール市，同州アントニオ市，そしてアラバマ州

バーミンガム市）がコア都市として選定され，「全

市レベルに拡大された，地区コミュニティの市民参

加システム」「正式に市に認知され，構造化された

市民参加の形態」が調査された。つまり，①市民参

加のレベル，②参加のメカニズムが正式に構造化さ

れているかの程度を測ったということになる。

　その結果，これらの構造が構築されたところでは

（15の都市），「政治の有効性」についての認識が
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深まっていること，地区コミュニティにおける住民

諸団体間の利害衝突が低減されやすいことが明らか

となった。他方で，それらの15都市と，その中で

も，さらに制度を特に精緻に構築した５都市の間で

は，低所得者の参加への誘導の点で，差がないこと

などが示された。（Hen ig 1994；Aber s and 

Heskin1995）。

　その後，進められてきたネイバーフッド研究にあ

っては，基本的に「市民参加」「政治的有効性」と

いう視点からが踏襲されてきている（例えば，

J.Musso, T.L.Cooper 2011）。日本の研究者にあっ

ても，「市民参加」の観点がつよい。

　しかし，現在，米国の諸研究にあっても，ネイバ

ーフッドカウンシル研究がややトーンダウンしてい

るように見受けられる。この背景には，二つのこと

があると捉えている。一つは，近年新たにネイバー

フッドカウンシルを設置するところが殆どなく，さ

らにはシアトル市のように折角創出したネイバーフ

ッドカウンシルを廃止するところが出てきているこ

とと関わっている。本稿の問題意識にとって関わり

が大きいこととして，第二には，研究が「市民参

加」「政治的有効性」「民主主義」という視点から

進められてきたが，専らその視点が強くつづいてき

ており，それに対して新たな視点からの研究が生ま

れてこなかったことがある。

1.2　本稿の問題関心と目的

　本研究は，ネイバーフッドカウンシルのありよう

を「都市サービス（地域サービス）への地域組織の

コミット」という視点からとらえ直す作業をおこな

いたい。この視点は，ヴィンセント・オストロム

（V.Ostrom）の「都市サービスのデリバリーシス

テム論」を下敷きにしている。

　オストロムはその著書『都市サービスの供給シス

テム比較研究』（Comparing Urban service Delivery 

System）で，公共サービス（および関連する公共

財）の供給に適した構造的配置はどのようなもので

あ る の か ， と い う 根 源 的 な 問 い に 取 り 組 ん だ

（Ostrom 1977）。

　そこでは，「権力関係」構造による公共サービス

供給よりも，多様な形態の集団的行動（collective 

action）を受け入れる，意思決定と遂行という新た

な構造が，公共サービス供給のより高い業績につな

がるものだ，とするものである。

 例えば，自治体が契約によって業者やエージェン

シーをやとって，高齢者の見守りをさせるよりも，

すぐご近所の町内会の人が普段からあるいは気にな

った時に覗く方が（モニタリング），お金もかから

ず，リアルタイムに，必要なことがらに手が届く，

ということであり，また，見守りのやりかたも，現

場に近いから改良しやすいといったことである。

　このアプローチから，筆者は日本の日本の都市内

分権組織（まちづくり協議会ないし協議会型住民自

治組織）の調査に着手してきたがその過程で，ネイ

バーフッドカウンシルと類似の構造と設置をもつ

「まちづくり協議会」が，オストロムのいう，資金

循環の点でもマンパワーや時間の点でスムースな

「地域サービスの供給（デリバリー）」に効果的か

つ有効な形でコミットしていることに気づき，かつ

示してきた（前山 2015；前山 2016）。

　「都市サービスのデリバリーシステム論」の視点

は，実は，米国の都市内分権の協議会型住民組織た

る米国の「ネイバーフッドカウンシル」に対しても

あらたに実相を解明し示すことに有効なのではない

かと考えている。本稿においてこの視点をメスとし

ておこなう分析をもって，ネイバーフッドカウンシ

ルに切り込んでみたい。「都市サービスのデリバリ

ーシステム論」の視点をもって米国のネイバーフッ

ドカウンシルの機能を明らかにしたい。

1.3　これまでの研究とまなざし

　論者は，日本の協議会型住民組織（まちづくり協

議会）と米国の協議会型住民組織（ネイバーフッド

カウンシル）の研究を，両者を絶えず視野に入れな

がらおこなってきた。2004年にシアトル市の調査

から始まったが，そこにおいては，論者自身も「市

民参加」「民主主義論」の視点からの研究であった

（前山　2004）。けれども，ワシントン大学（シ

アトル）における客員研究員としての，現地での研

究，また全米各都市のネイバーフッドカウンシルや

34

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



活 動 を 推 進 す る 全 米 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 会

（Neighborhoods,USA = NUSA）の大会に2010年

から毎年報告をかねて参加するなかで，「市民参

加」「民主主義論」の視点だけではネイバーフッド

カウンシルという制度存在がとらえきれていないの

ではないかと考えるようになった。そこで本格的に，

タコマ市（ワシントン州），バーミンガム市（アラ

バマ州）に赴き，担当者にお会いし，また可能な限

りネイバーフッドカウンシル関係の会合にオブザー

バー参加して，その実際に触れることとした。その

成果を前山2016（タコマ市）；前山　2018（バー

ミンガム市）としてものした。また，その作業にも

とづきつつ，この構想を日本社会学会と国際社会学

会（カナダ）において報告し，日本および各国の

方々の討論と意見を頂いた（前山　2016報告；前

山　2018報告）。本稿は，この研究の進展の上に

実施されている。

　なお，本稿においては以下，主要な米国諸都市に

おけるネイバーフッドカウンシルの制度設計を確認

し（第２節），その後にテストケースの研究（第３

節）をおこない，もって同上にコミットしたい。

２．米国諸都市におけるネイバーフッドカウンシル

　の誕生

　本節においては，米国諸都市におけるネイバーフ

ッドカウンシルの展開と制度設計を価確認したい。

2.1　ネイバーフッドカウンシルの叢生とH.W.ハル

　マン

　米国のネイバーフッドカウンシルの源流に一言だ

け触れたい。源流として，1939にシカゴ市の屠殺

場エリアで，Ｓ．アリンスキーらにより設立された

Back of the Yards Neighborhood Council

（BYNC）が知られている（Slayton 1998）。これ

は，屠殺場の底辺労働者地区における汚染，過酷な

労働と低賃金，職業病，そしてそれが地区の荒廃を

もたらしていたことに対して，労働組合と教会とが

連携して地域改善を図ったものであり，「コミュニ

テ ィ オ ー ガ ナ イ ジ ン グ 」 手 法 （ c o m m u n i t y 

organ i z ing）の原点と捉えられている（Al insky 

1946；Larry 1997）。ここにあっては，地区住民

による協議会ではあるが，自治体からの支援はない

状態で，いわば「民間」的活動であり，市のガバナ

ンスと制度化されていないものであった。

　1970年代後半になって，いくつもの都市におい

て，市のガバナンスと何らかの接続がある，都市内

分権型のネイバーフッドカウンシルが成立されたと

きに，それの動向を本格的に分析したのが，『ネイ

バーフッドカウンシルの組織とオペレーション』と

いう書をものしたのが，ハワード・W・ハルマン

（Howard W.Hallman）である（Hallman 1977）。

（なお，ハルマン自身，ネイバーフッドカウンシル

運動の先頭となって，全米諸都市でのその設置にむ

けて自分自身が活動しつつ，さきの全米コミュニテ

ィ協会（Ne i ghbo r h ood s , U SA）を設立してい

る。）

　ハルマンによれば，公民権運動の直後に，主に

1970年代にいくつかの都市で本格的なネイバーフ

ッドカウンシルの制度が急速に設置される動向が見

られた1。市の政策体系とのかかわりでいくつかの

類型があるとした2。

　ハルマンは，ネイバーフッドカウンシルの特質を，

「地区コミュニティの公式なないし準公式な代表

体」（official or quasi -official representative body for 

the neighborhood）であるものであり，そして市政

府との公式ないし準公式の関係をもつものとした。

その視点からすると，上記Ａ～Ｄがネイバーフッド

カウンシルと捉えられている。（また，上記の

BYNCは源流ではあるが，なお公式のネイバーフッ

ドカウンシル制度ではまだなかった。）なおまた，

この発想自体が，「都市内分権」の捉え方と通底し

ていることを付言しておきたい。

　また，ハルマンは，ネイバーフッドカウンシルの

目的を次のものとした：

　　市自治体と地区市民の双方向のコミュニケーシ

　　　ョンのチャンネル

　　地区コミュニティに関心を持つことの保全と強

　　　化

　　地区コミュニティのニーズの提唱をおこなうこ

　　　と（アドボケート）
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　　市民のリーダーシップを新たにするための

　　　フォーラム

３．米国主要都市におけるネイバーフッドカウンシ

　ルの展開

　ハルマン，また先のベリーらの『都市民主主義の

再生』以後，さらに本格化しあるいは消滅するなど

の多様な展開が諸都市で起こってきている。その後

も含めて主要な都市における展開があった。ここで，

バーミンガム市（アラバマ州），ポートランド市

（オレゴン州），シアトル市（ワシントン州），タ

コマ市（ワシントン州）の４都市をテストケースと

して，まず誕生と展開を確認しておきたい。

3.1　バーミンガム市（アラバマ州）－1970年代に

　公民権活動を基に設置され継続

　バーミンガム市（人口約21万人）のネイバーフ

ッドカウンシルの制度は，1973年という最初期に

設置されたものであり，現在も活発に展開されてい

る。市内全域での99のネイバーフッドアソシエー

ション（neighborhood association）－コミュニ

ティアドバイザリー委員会（community advisory 

committee：市に23）－市民アドバイザリー評議会

（community advisory board：市に１つ）という三層

構造のガバナンスの制度であり，「市民参加計画」

という基盤計画（1974年設置）を根拠として設立

された。

　バーミンガム市のネイバーフッドカウンシルの特

質は，同市が公民権運動のメッカであり，モンゴメ

リー市とならんで，クークラックスクラン（KKK）

や商工関係者に多かった白人レイシストらと黒人市

民たちとの激しい公民権闘争が展開されたところで

あるが，実はその過程で全米黒人地位向上協会，ま

た黒人市民たちの強力な市民リーグが形成されるな

かで，地区コミュニティのありかたと改善に黒人を

含めた地域市民が「参加」できるための仕組みが，

その熱気の中で，市当局，議員団，フォーラムを通

じて煮詰められて，先の「市民参加プラン」として

結実したことから設置にいたったものであった3。

（この過程の詳細について：前山　2018年）。　

2017年に訪問し幾つかの地区ミーティングに参加

させてもらったが，現在も活発な展開を呈している。

3.2　ポートランド市（オレゴン州）－1970年代に

　設置され継続

　ポートランド市（人口約64万人）のネイバーフ

ッドカウンシルも，1972年設置と，最古のものの

一つである。市の条例（C i t y C o d e . C h a p t e r 

3 .96）でネイバーフッドカウンシル制度の設置が

担保され，また市民参加局（Office o f C i t i z e n 

Involvement4）が市行政において担当部局として

組織設置されていて，公式のガバナンスとなってい

る5。ここにおいては，95の認定されたネイバーフ

ッ ド ア ソ シ エ ー シ ョ ン （ n e i g h b o r h o o d 

associat ion）－７つのネイバーフッドコアリショ

ン（neighborhood coal i t ion）という二層制をと

っている。

　ネイバーフッドカウンシルという制度がなぜでき

たのかについては，市の担当者であり，かつその形

成についてポートランド州立大学で博士論文6をも

のしたP.レスナー氏によれば，それまでのトップダ

ウンの政治風土に対して，地域コミュニティをベー

スとしてのボトムアップに目覚めた，「ポートラン

ドにおける文化的変化（cultural change）が起こ

った」とのことであった。

3.3　シアトル市（ワシントン州）：1990年代に設

　置されたが破棄／消滅

　シアトル市（人口約70万人）では，1980年代末

から91年にかけて，市民活動家たちによる強力な

運動が展開され，ネイバーフッドカウンシルを求め

る声となった。シアトル市行政はこれを無視するこ

と が で き ず ， 1 9 9 1 年 に コ ミ ュ ニ テ ィ 局

（Department of Neighborhoods）を設置し，カリス

マ的なコミュニティ活動家のジム・ディアス氏を同

初代局長に据え，ネイバーフッドカウンシル制度の

設置（District Councilといういう名称，13設置）

（図表１），ネイバーフッドマッチングファンド事

業（Neighborhood Matching Fund）の設置，コ

ミュニティ計画（Neighborhood Plan）の推進，
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13名の地区担当職員（neighborhood coordinator）

とオフィスの設置，と短期間で精力的に，このグラ

スルーツ方式のストラクチャーが構築された。全米

から着目され，フォード財団等から全米的な賞を得

ている。他都市に比較して，コミュニティ計画をデ

ィストリクトカウンシルすべてでフルに実施したこ

とも着目された。

　ストラクチャーとしては，バーミンガムでいえば，

２階にあたるディストリクトカウンシル（District 

Council: 市に13）と，そして ３階にあたる，ＤＣ

リーダーたちが構成し市全体を轄眺するシティネイ

バーフッドカウンシル（City Neighborhood Council

＝ C N C ）（ 市 に 一 つ ） の 二 層 か ら な っ て い た

（Diers 2004）。ネイバーフッドカウンシルの仕事

としては，地区課題の議論・提言とともに，地区市

民団体が自ら手掛けたいエリア改善の申請をおこな

う，ネイバーフッドマッチングファンド事業につい

て，それを審査することが大きな仕事となっている。

　ところで，2016年にエドワード・マーリー市長

が「ネイバーフッドカウンシルの各市民役員は白

人・男性・一戸建て所有者が主であり，偏ってい

る」とする指摘をして制度の問題を突きく形で，

「執行命令」（Executive Order）を発令し，大変

にドラスティックなことに，「公式のネイバーフッ

ドカウンシル制度」は破棄され，「消滅」すること

となった（2016年７月）。

3.4　タコマ市（ワシントン州）：1990年代に形成

　され継続

　タコマ市（人口約21万人）のネイバーフッドカ

ウンシルは，1992年に本格的に設置されたが，

1974年からその青写真的な企画が徐々にすすめら

れてきたものであった。その過程では，一方で市民

による運動（討議フォーラムの設置など）があり，

他方でこのボトムアップの方式に確信を持つ行政マ

ンたちがそれを支援しながら，次第に議会や市当局

の理解を得ることを通じて実現にこぎつけた（特に

そのなかでＥ．ゲイトウッド氏が大きなけん引役を

果たした）。また，その過程は，地区防犯の改革と

も連動して進められてきている。ストラクチャーと

しては，市全体で７つのネイバーフッドカウンシル

と，その代表者会議たるコミュニティカウンシル

（community council）（市に一つ）の二層性が敷

かれている。これは，バーミンガムでの３階建ての

相にあっての，２階と３階にあたる（Ta c om a 

Neighborhood Council Guidelines）。

４．ネイバーフッドカウンシルの制度設計

　以上４つの都市のネイバーフッドカウンシル制度

の誕生と展開を見たが，これらの制度設計を確認し

ておきたい。（図表２）

　1970年代初頭に設置されたバーミンガム市，ポ

ートランド市のケース，また1980年代後半から

1990年代初頭にかけて設置されたシアトル市，タ

コマ市のケースは，現在，ネイバーフッドカウンシ

ルの仕組みを要する代表的なものである。制度とし

て，市が実施プログラムを用意し，市民がそれを器

として審議・活動をおこなうと形となっている。バ

ーミンガム市の場合で確認しておくと，市自治体が

「市民参加計画」のもと「市民参加プログラム」を

設置し，それに基づいて，市によりに認定されたネ

イバーフッドアソシエーション（市内に99）－そ

の代表者たちからなる「コミュニティアドバイザリ

ー委員会」（市内に23）－さらにその代表者たちか
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図表１　13のDistrict Council：2016年６月以前
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らなる，全市レベルでの「市民アドバイザリー評議

会」が構成され稼働するいう形となっている。他都

市の場合市の状況によって２層の組織層を展開して

いる。なおまた，市自治体は，担当課を定め（バー

ミンガム市の場合，コミュニティ開発部），そして

地域担当職員を１名から十数名の範囲で設置してい

る。

５．ネイバーフッドカウンシルの社会的機能

　以上，テストケースの４都市のネイバーフッドカ

ウンシルの展開と制度設計を見た。では，その社会

的機能はどのようなものなのだろうか。都市サービ

ス（地域サービス）とのかかわりはどのようなもの

なのであろうか。

日本のまちづくり協議会の社会的機能

　　～　直接的に地域サービスに従事

　ここで対比として，日本のまちづくり協議会につ

いて触れておきたい。まちづくり協議会と，ネイバ

ーフッドカウンシルは，制度設計として類似する点

が多い。第一に自治体により制度枠組みが設定され，

第二に自治体の条例や要綱で設置が定められ，第三

に一定地域ごとに，住民代表性をもつ組織を置く

（ネイバーフッドカウンシル組織，まちづくり協議

会組織），第四に自治体がそのための支援組織ない

し支援職員（地域担当職員等；図表２における「地

区支援オフィス／担当職員」）を配置するという点

である。

　2000年以降，とりわけ2005年以降急速に，日

本のまちづくり協議会（名称とすると，コミュニテ

ィ協議会，まちづくり協議会，まちづくり推進委員

会など）が増えた。それは多くの場合小学校区（そ

の他中学校区など）を単位として，そこに既存して

いた町内会，防犯組合，体育会，老人クラブ，子ど

も会，小学校ＰＴＡ，ボランティアの会，民生委員

協議会など30～40程度の小組織を，アンブレラ状

に組織化したものである。そして，それまでそれら

相互に連携がゆきとどかなかった小組織を「部会」

といった形で連携させ，例えば独居高齢者の居場所

づくりのために，町内会と民生委員協議会等で「い

きいきサロン」の設置運営をおこない，あるいはＰ

ＴＡと町内会が手を取って「小学生登下校見守り」

事業を実施するということが行われるにいたってい

る。

　地域社会の課題への対応ということであるが，特

にこれを都市サービス（地域サービス）の供給とい

う視点から見ると，独居高齢者の見守り，小学生の

登下校見守り，避難要支援者事業というサービスを，

自治体ではなく，住民がまちづくり協議会を器とし

て集団的に，地域で必要としている人に届けるとい

う形になっている。これを自治体がおこなうと，業

者への契約委託，報告，問題があったときの対応等，

かなりの時間と費用がかかるが，まちづくり協議会

にあっては，多くの場合，自治体からの補助金（そ

れぞれ数万円から数十万円程度）と住民の自発的ワ

ークによって低廉な費用で実施されている。

5.1　米国のネイバーフッドカウンシルの社会的機

　能についての分析

　他方で，複数のヒアリングにおいて，米国のネイ

バーフッドカウンシルの場合，こうした地域サービ

スについては従事せず，関わららないとされる7。

（それらには，NPOなどが対応するという形にな

る。）これは，さきのハルマンのいう，ネイバーフ

ッドカウンシルの制度設計としての組織目標にかか

わっている。即ち，「市自治体と地区市民の双方向

のコミュニケーションのチャンネル」「地区コミュ

「地区コミュニティのニーズの提唱をおこなうこと

（アドボケート）」などの組織目標である。けれど

も，ネイバーフッドカウンシルにあっては，討議や

市自治体への勧告にあって，地域のために地域の課

題をみつめる存在である。全く，「関わらない」形

なのであろうか？　都市サービスのデリバリーシス

テム論の観点から問うてゆきたい。

　まず，ここにおいて，ネイバーフッドカウンシル

の日常的事業のありようを確認したい。ここでは，

比較的資料が整備された，タコマ市でのネイバーフ

ッドカウンシルの事業を検討した。（地図）
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地図　タコマ市（ワシントン州）におけるネイバー

　　フッドカウンシルの区域

　具体的には，「ニュータコマネイバーフッドカウ

ンシル」「イーストサイドネイバーフッドカウンシ

ル」「タコマセントラルネイバーフッドカウンシ

ル」「サウスエンドネイバーフッドカウンシル」

「サウスタコマネイバーフッドカウンシル」「ウェ

ストエンドネイバーフッドカウンシル」の６つの

2016年のアクションプラン（action plan）の内容

を確認した。（図表３）

　ここにおいて，ネイバーフッドカウンシルが次の

ことに力を入れていることが見て取れる。①リクル

ートやチラシの配布，役員の資質向上といった「組

織の改善」，②グラントプログラムの利用促進を主

内容とした「区域内諸組織の支援」，③SNS等ソー

シャルメディアやウェブサイト，印刷物を用いての

「広報・マーケティング」，④生活の質向上にむけ

ての，またホームレス問題などの「アドボカシー」，

⑤地区内諸コミュニティグループ，NPO，ビジネ

スコミュニティとの「パートナーシップ」というこ

とに力点が置かれている。ここから見て，実際上，

組織の改善や広報，マーケティング等への対応にウ

ェイトがおかれており，先の日本のように，直接地

域サービスの供給にかかわる事業に従事する側面は

薄い。

5.2　米国のネイバーフッドカウンシルと都市サー

　ビスの供給機能についての検討～タコマ市をテス

　トケースに

　けれども，地域の課題を討議や「アドボカシー」，

「組織の開園」「広報・マーケティング」「地区内

諸組織の／とのパートナーシップ」ということのみ

で，地域サービスの供給に関わらないのだろうか。

ここで図表２における「関連街区整備事業」が再度

着目される。そのうち，全米賞を受賞したシアトル

市での「コミュニティマッチングファンド」は，地

域課題（公園の新設，樹木の設置）にむけて整備さ

れた，市からの補助金であった。シアトルにおいて

同制度は2016年にネイバーフッドカウンシル制度

の廃止とともに別の制度となってしまったが，その

景況を受けたタコマ市，ポートランド市で，現在も

「イノベイティブグラント」（Innovative Grant）

というものが実施されている。これにつき，タコマ

市を事例として検討したい。

　図表２における「関連街区整備事業」に目を止め

たい。そのうち，全米賞を受賞したシアトル市での

「コミュニティマッチングファンド」は，地域課題

（公園の新設，樹木の設置）にむけて整備された，

市からの補助金であった。シアトルにおいて同制度

は2016年にネイバーフッドカウンシル制度の廃止

とともに変成してしまったが，その影響を受けてタ

コマ市，ポートランド市でつくられ，現在も実施さ

れている「イノベイティブグラント」である。

5.3　イノベイティブグラントの申請プロセス

　タコマ市の「イノベイティブグラント申請ガイド

ライン」 によれば，イノベイティブグラントとは，

次のようなものである。それぞれのネイバーフッド

カウンシルエリアにおける，地区改善のプロジェク

トをすすめる「草の根」の地区諸組織（フォーマル，

インフォーマル問わず）にマッチングファンドを供

給するものである。

　各ネイバーフッドカウンシルは２万ドルを割り当

ノノースイースト

ニュータコマ

イーストサイド

ノースエンド

サウスエンド

サウスタコマ

（ピュージェット湾）

市役所

2000feet＝約 600m

高規格道路 Interstate 5

北 （フェデラルウェイ市）

ウエストエンド

（ユニバーシティプレイス市）

セントラル

（ファイフ市）

（典拠：筆者作成）
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図表３　タコマ市（ワシントン州）における事業（2016年アクションプラン）

New Tacoma(NTNC) East Side (ENACT) Central(TCNC) South End (SENC) South Tacoma (STNC) West End (WENC)

2016 Action Plan 2016 Action Plan 2016 Action Plan 2016 Action Plan 2016 Action Plan 2016 Action Plan

リクルートと
参加者の拡大

NTNCのリクルート拡
大チラシの配布等
役員メンバーのリク
ルート改善
NTNCミーティングの
参加者拡大
定款の改定

ミーティングのサイ
ン・看板のわかりや
すさ

マップの作成，役員の
リクルート

リーダー資質
の向上

メンバーのリーダー
資質の向上（全米コ
ミュニティ協会＝
NUSA参加）

理事の全米コミュニ
ティ協会への派遣

理事の全米コミュニ
ティ協会への派遣

会議の改善 テーマ型ミーティン
グ（月）の開催

緊急事態
緊急事態に対応でき
るアクション委員会
の設置検討

グラントプロ
グラム利用促
進

グラントプログラム
の利用促進

諸組織のグラントプ
ログラムの利用支援

諸組織のグラントプ
ログラムの利用支援

区域内諸組織
の支援

区域内諸組織のさら
なる支援

South Tacoma
Business Districtの
支援維持

教育 「市で誰に話すべき
か」教育の拡大

他団体連携
他のネイバーフッド
カウンシルとのパー
トナーシップ強化

環境 環境に関わるプレゼ
ンテーション

公共交通 公共交通

現在の課題

公共交通，所得財産価
値の維持，アフォーダ
ブルハウジウグ，ホー
ムレス問題，ポートオ
ブタコマ，経済・ビジ
ネス発展，タコマ経済
の健康

NC選挙につい
て

ネイバーフッドカウンシ
ルの選挙フォーラム

ストリートフェア
既存方メディ
ア TV，ラジオ

ソーシャルメ
ディア 定改のkoobecaFアィデメルャシーソ Facebook，ウェブサ

イトの有効活用

パブリックイ
ベント

パブリックイベント
での参加者拡大

印刷物,ウェブ
サイト

印刷物（チラシ，NTNC
レター，会議次第，記
録）

ENACTニュースレター
の際発行

フードバンク等，貢献
する諸組織のリンクを
設置（ウェブサイト）

Eメールニュースレ
ターの配布

West Endパンフレッ
ト作成

市の諸決定関
係

市の諸決定の認知，お
よびそれへの参与の
促進

周知・調査 住民の関心事項調査
（ウェブサイト）

nextdoor.com周知；
メディア委員会

提起 アドボカシーの持続
（書式による提起）

生活の質の改善のた
めのアドボカシー
（書簡，ミーティング
を通じて）

諸団体の擁護
的支援

多様な利害をもつコ
ミュニティを代理代
表（ロールビジネス
のサポート，経済発
展，ホームレス）

資源 コミュニティの資源

※ 次頁へ続く

調査資料

事業内容

イベント

組織の改善

区域内諸組織の支
援

プレゼンテーショ
ン

域内諸課題に
ついての討議

市民フォーラム

ネイバーフッドカウンシル

広報・マーケティ
ング

アドボカシー



てらており，各申請につき7500ドル上限となって

いる。

　申請は，歩道，通り，共通のエリアの美化および

フィジカルな改善プロジェクトとされ，小規模の草

の根の諸組織に対して下記の申請が認められる。

（個人財産の改善は認められない。）

　　・照明

　　・障がい者のアクセシビリティ / 障壁除去

　　・看板

　　・歩行者の安全

　　・病害樹木の除去

　　・壁画

　　・反芻動物（牛，羊，山羊）のレンタル

　具体的には，コミュニティガーデン，芸術文化，

防犯，歩道整備などの改善にむけてネイバーフッド

区域内の小グループが申請するというものであるが，

ガイドラインによれば，次の事例が上げられている。

（例）コミュニティガーデンに向けての申請

　　　出費総額　9,315ドル

　　　（内訳）フェンス　　　　4,842ドル

　　　　　　　ガーデン床　　　1,000ドル

　　　　　　　コンポスト　　　　200ドル

　　　収入総額　9,315ドル

　　　（内訳）IG　　　　　　　7,065ドル

　　　　　　　ボランティア労働2,000ドル

　　　　　　　（200時間換算）

　　　　　　　セール　　　　　　200ドル

　申請にかかわる各アクターでの関係性を確認する

と，タコマ市の自治体が各ネイバーフッドカウンシ

ルにイノベイティブグラントを用意・割り当てし

（各ネイバーウッドカウンシルに年間２万ドル），

そしてネイバーフッドカウンシルは住民グループや

「草の根」小組織に対して，イノベイティブグラン

トの啓発，情報提供をおこなう。住民グループや

「草の根」小組織が申請をおこなった後に，ネイバ

ーフッドカウンシルが討議し，その結果よいと判断

された申請を，市自治体に推薦する，というプロセ

スを経る。最終的にその推薦された申請は，議会に

おいて承認されて交付される。そのうえで，住民グ

ループや草の根小組織が，グラントを得て，区域内

での地域改善のプロジェクトをコミュニティガーデ

ン，芸術文化，防犯，歩道整備などで実施する，と

いうものである。（図表４）
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他NC 他のネイバーフッド
カウンシルとの連携

他のネイバーフッド
カウンシルとの連携

他のネイバーフッド
カウンシルとの連携

域内諸団体 多様なコミュニティ
諸グループ

NPO NPO

自治体 地方自治体機関

ビジネスグ
ループ

ビジネスコミュニ
ティの拡大

経済発展のためビジ
ネスと協働

ビジネスディストリ
クトグループとの
パートナーシップ

講演 Eastside School校長
への講演依頼

Wilson高校校長との
交流と後援依頼

青少年支援 青少年プログラム，学
校システムとの連動

Read2meプログラムに
よる学校支援

落書き 落書き撲滅活動

奨学金 スカラーシッププロ
グラム

地区マップ 地区資源マップの作
成活動

意向調査 地区住民の意向調査
の企画

クリーンアッ
プ

市主催クリーンアップ
への参加機会の周知 クリーンアップデイ

フードバンク
等

ホリデイフードバス
ケット，フードバンク

（典拠：NCNT 2016 Action Plan; ENACT 2016 Action Plan; TCNC 2016 Action Plan; SENC 2016 Action Plan; STNC 2016 Action Plan; WENC 2016 Action Plan; City of
Tacoma, Neighborhood Small Innovative Grants 2017 Gudelinesより作成）

パートナーシップ

企画



　ここから，次のことが見て取れる。

　第一に，ネイバーフッドカウンシルは，直接的に，

地域の課題にかかわる改善事業には従事しないので

あるが，他方で，イノベイティブグラントを区域内

の住民小グループが地区改善（コミュニティガーデ

ン，芸術文化，防犯，歩道整備の改善など）を提起

し・着手するようコーディネート」することに徹し

た働き（機能）をすることとなっている。この点，

日本のまちづくり協議会が直接的に各種事業に着手

することと大きく異なった点である。

　どちらかというと，直接ネイバーフッドカウンシ

ルが手を下すのではなく，都市サービスへの参画を

域内の小住民グループや地区内NPOに推進すると

いう脈絡ともいえる。

　尚また，米国の場合には，一つに，一定の審査を

経るものであり，次に，その施設・設備の事業を完

遂した場合，それを再度おこなうことは性格上ない，

という形で，日本の場合のような実施組織が自己判

断で事業をすすめることとは状況が異なる。

　第二に，日本の場合には，独居高齢者をささえる

見守り事業，「いきいきサロン」，小学生登下校見

守り事業，避難要被支援事業に着手し，いわば地区

の人々の人生のライフサイクルに関わる事柄（ヒュ

ーマンサービス／社会サービス）に直結しているが，

米国のネイバーフッドカウンシルの場合には，地区

の改善をコーディネート的に携わるにしても，あく

までも施設設備（フィジカルなもの）にかかわるも

のの改善事業であった。

　ここからして，次のように言うことができよう。

日本の都市内分権組織としてのまちづくり協議会が

区の人々の人生のライフサイクルに関わる事柄（ヒ

ューマンサービス／社会サービス）に直接的に着手

する。すなわち地域サービスの供給に相当程度関わ

る。これに対して，米国の都市内分権組織としての

ネイバーフッドカウンシルにあっては，地域サービ

スの供給への関わりは，啓発・推薦といった形で限

定的である。（もっとも，まったくそれがないので

はないが，それは，ネイバーフッドカウンシル自体

がおこなうというのではなく，推進・推薦する小住

民グループによる実施供給というということであっ

た。）これは，基本的には，ハルマンのいう，「市

自治体と地区市民の双方向のコミュニケーションの

チャンネル」「地区コミュニティのニーズの提唱を

おこなうこと（アドボケート）」「市民のリーダー
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図表4　イノベイティブグラントの申請をめぐるプロセスと各セクター

（典拠：論者作成）

タコマ市自治体

住民グループからの申請につき

イノベイティブグラントの推薦

アドボカシー，組織改革，広報マー

ケティング，区域内諸組織の支援

区域内の地域改善のプロジェクト実施（コミュニティ

ガーデン，芸術文化，防犯，歩道整備 等

イノベイティ

ブグラントの

啓発，情報提

供，分配構想

ネイバーフッドカウンシルへのイノベイティブグラント

の割り当て（推薦受理後，議会での承認）

ネイバーフッドカウンシル

住民グループ
住民グループ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・



シップを新たにするためのフォーラム」といった形

での制度設計での目的から，いわば設計図通りの展

開を呈していると言える。基本的には「市民参加」

「政治的有効性」という事柄にウェイトがあり，都

市サービス（地域サービス）にかかわる面は限定で

気である。ネイバーフッドカウンシル制度の誕生か

らその生活と機能は変わっていないと言える。

　逆に21世紀になってから，急激にすすむ少子高

齢化の中で高齢者問題に直面して進展してきている，

日本のまちづくり協議会の性格が逆照射されたと捉

えられよう。

６．おわりに

　長らく民主主義的視点からの研究の限界があった

ことの問題を踏まえて，本研究は都市サービスの供

給システム論の観点でネイバーフッドカウンシルの

実相を明らかにする試みを行った。その結果，次の

ファインディングスを得た：

１）米国のネイバーフッドカウンシル（都市内分権

型住民組織）にあっては，（日本のまちづくり協

議会＝都市内分権型住民組織とは異なり）組織が

直接都市サービス（地域サービス）に着手するこ

とはない。

　（どちらかというと，都市サービスへの参画を域

内の小住民グループや地区内NPOに推進する脈絡

がある。）

２）ただし，街区整備事業（コミュニティガーデン，

芸術文化，防犯，歩道整備などの改善）につき，

それをネイバーフッドカウンシル域内の小住民グ

ループが提起し実施することを，啓蒙・推薦する

位置づけにある。

３）日本のまちづくり協議会が，高齢者支援，小学

生の登下校見守り，避難要被支援者事業など人の

人生サイクルにかかわるヒューマンサービスない

し社会サービスに是広範に関わるのに対して，ネ

イバーフッドカウンシルにあっては，施設・設備

整備関係にのみ限定されていた。

４）このことは，市民政治的脈絡で生まれてきたネ

イバーフッドカウンシルの制度設計と強くかかわ

っている。（開始当時から，変化していない。）
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註

１　1977年時点で挙げられているのは，アラスカ

州アンカレッジ，ジョージア州アトランタ，アラ

バマ州バーミンガム，オレゴン州ポートランド市，

オハイオ州デイトン氏，オレゴン州ユージーン市，

ミネソタ州ミネアポリス市，カリフォルニア州サ

ンディエゴ市，ペンシルヴァニア州ピッツバーグ

市，ミネソタ州セントポール市である。

２　ハルマンによれば，ネイバーフッドカウンシル

は，次の形で，いくつかの類型をなしていた。

　　Ａ　市の基本設置自治憲章（チャーター）によ

　　　りオーソライズされたもの

　　　　　ニューヨーク，ピッツバーグなど

　　Ｂ　市の条例により設置され，市全域で設立さ

　　　れたもの

　　　　　デイトン市（オハイオ州），バーミンガ

　　　　ム市（アラバマ州）など

　　Ｃ　市全域では設置されず，徐々に増えてゆく

　　　パターンのもの

　　　　　サンディエゴ市（カリフォルニア），ユ

　　　　ージーン市（オレゴン州）など

　　Ｄ　市自治体の公式の承認は得ていないが，実

　　　質的には市との関係性をもつもの

　　　　　ポートランド市（オレゴン州）など

　　Ｅ　市自治体の公式の承認は得ておらず，かつ

　　　市とは全く関わりがないもの

　　　　　ミズーリ市など

３　前山総一郎，2018，「米国における都市内分

権「ネイバーフッドカウンシル」の形成基盤：バ

ーミンガム市（アラバマ州）の「市民参加プラ

ン」をベンチマークとして」『都市経営』No.10

　（http://dx.doi.org/10.15096/

　　UrbanManagement.1006）

４　2017までは，コミュニティ参加局（Office of 

Neighborhood Involvement）の名称

５　2018年５月18日；ポートランド市役所におけ

るヒアリング（Paul Leistner氏）
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６　Leistner,R.Paul, 2033, The Dynamics of 

Creating Strong Democracy in Portland, 

Oregon ‒ 1974 to 2013, Portland State 

University (Dissertation)

７　ヒアリングは下記の形で実施された：

・Elton Gatewood (元タコマ市職員 Neighbor-

hood Coordinator)

　　日付　2016 年１月26日（火）

　　場所　タコマ市Fire Station meeting room

・Marilyn Strickland, タコマ市市長

　　日付　2016年９月13日（火）

　　場所　タコマ市役所 市長室

・Carol Wolfe (City of Tacoma, Community and 

Economic Development, Business and Neigh-

borhood Service, Neighborhood Coordinator)

　　日付　2016年９月14日（水）

　　場所　タコマ市役所

・Elizabeth Burris (President of New Tacoma 

Neighborhood Council)

　　日時　2016年９月14日（水）

　　場所　People’s Community Center

８　City of Tacoma, neighborhood small innova-

tive grants 2015-2016 guidelines

※本研究は科学研究費補助金　基盤研究（C）

 （課題番号　16K04036）の助成を受けたもので

　ある。
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Social Function of Neighborhood Councils in the U.S

Soichiro MAEYAMA

Neighborhood Councils have been treated just from view point of CITIZEN INVOLVEMENT or DEMOCRATIC WAY for 

long years. This research tried to access the actual situation/ phase of Neighborhood Councils from the view point of 

"Urban Service Delivery System"(V.Ostrom). Analyss on Neighborhood Councils’ programs in 4 cities, was condacted, 

namely, Birmingham (Alabama), Portland (Oregon), Seattle (Washington), Tacoma (Washington), in term of urban 

service delirery sistem (V.Ostrom). As the result, we realized the followings: US Neighborhood Councils by themselves do 

not provide urban services, thought Japanese Machizukuri Kyogikais broadly provide human services/ social services 

(watching over isolated elders, over commuting of elementary school children, programs for evacuation-weak persons). 

While the service provison is limited as such, we also realized Neighborhood Councils have an aspect that encourage 

small residents' groups to commit physical improvement (side walk, park etc. Some devices such as Innovative Grant).
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